
◎都市づくりの目標

１ 生活利便性と良好な環境を兼ね備えた持続可能な都市圏の形成

＊集約拠点の機能の充実を図るとともに、区域内の各地域や周辺都市の集約拠点との連携を強化し、

より多くの人が生活し、活発に往来する、ＳＤＧｓの目標１１「住み続けられるまちづくりを」に

も掲げられた、生活利便性と良好な環境を兼ね備えた持続可能な都市圏の形成を図ります。

＊居住と医療や健康、福祉、教育など様々な機能が融合した環境の整備を進め、人々が集う、暮らし

やすい生活空間の形成に努めます。

２ 歴史的資源を活かした都市圏の形成

＊平野部に点在する古くからのため池をはじめとし、⾦⼑⽐羅宮や丸⻲城、総本⼭善通寺など、当区

域内に数多く分布する歴史的資源を活かした都市圏の形成を図ります。

３ 環境資源等の積極的な保全と田園的な環境の向上

＊⻘ノ⼭、飯野⼭や象頭⼭などの⾃然環境資源のほか、⾝近な⼭林やため池、⼟器川等の河川や農地

などの緑についても積極的に保全や活用を図ることにより、都市環境と⾃然環境が調和した都市の

形成に向けて取り組みます。

４ 安全・安心で快適な都市の形成

＊ハード面及びソフト面での対策の充実により、都市の防災機能を向上させ、災害に強くてしなやか

なまちづくりを目指します。また、誰もが安心して住み続けられる社会の実現に向けて、高齢者な

どに配慮した生活空間の形成、安全で快適な移動手段の確保などのほか、防犯や交通安全等への取

り組みを進めます。

５ 多様な主体の連携によるまちづくり

＊まちづくりの情報提供などを積極的に⾏うとともに、住⺠が⾃らニーズを把握し、官⺠が連携して

多様な主体の取組の支援を促進するなど、関係者が主体的に進めることができる協働の仕組みづく

りに取り組みます。また、周辺都市や関係機関との調整を図りながら、広域的な視点に立った都市

機能の連携や補完、さらには、災害時における広域的な応援・受援体制の構築などの仕組みづくり

に取り組みます。

●●都市づくりの基本理念と目標（Ｐ９〜１０）●●

多様な都市機能や歴史を受け継ぐ貴重な環境資源を活かし、
互いに連携した香川らしい都市圏の形成を目指す

基本
理念

・区域区分の廃止後、都市計画区域外への人口流出は抑制され、都市計画区域内人口は増加傾向にあり、
区域区分を廃止した当初の目的は果たしていると考えられます。しかし、旧市街化区域縁辺部を中心に
宅地化が進⾏しており、集約拠点内への人口集積には至っていません。

・当区域では、今後、人口減少が見込まれ、宅地開発などによる急激な市街地の拡大はないものと考えら
れます。

・工業などの産業面からの⼟地需要も大きく拡大しないと予測されるほか、⼟地利用に大きな影響を及ぼ
すプロジェクトも予定されていません。

●●区域区分の有無（Ｐ１６）●●

中讃広域都市計画区域では区域区分を行いません。
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◆都市防災に関する方針

台風や集中豪雨、地震、津波などに対して、関係機関

が連携し、防災対策を強化することにより、都市の防災
機能を高め、誰もが安全で安心して暮らすことのできる
まちづくりを進めます。
＊災害時の防災拠点、避難路などの確保や機能強化と防災

ネットワークの形成
＊防災拠点となる施設の計画的で効果的な耐震化の推進
＊防災マップなど様々な情報提供による防災知識の普及
＊災害時における、⾏政サービスや⺠間の企業活動の継続や
早期再開に向けた事業継続計画の策定を推進

◆⾃然的環境の整備または保全に関する方針

良好な⾃然環境や景観を活かし、環境の保全、レ
クリエーション、防災、景観形成など、緑地の持つ
多様な機能を発揮させながら、うるおいとやすらぎ
を感じられる都市空間の形成を目指します。

＊郊外部の樹林地などの無秩序な開発の防止

＊住⺠ニーズを踏まえた公園整備や適切な維持管理の
実施

＊災害時の防災拠点として、都市公園の機能強化
＊屋上緑化などの促進による、緑豊かな都市空間の形成

◆都市施設の整備に関する方針

【交通施設の方針】

産業や観光振興に資する広域交通や、集約拠点の形成を支援する交通

ネットワークの形成など、環境負荷が小さく、人や環境にやさしい交通体

系の構築を目指します。

＊広域交通体系へのアクセス機能の強化

＊安全性・利便性・快適性の高い交通空間の形成

＊多様な交通手段の有機的な組み合わせによる持続可能な交通体系の形成

＊海上交通や、港湾物流における港湾施設の整備の推進や、住⺠が海との

ふれあいを深めることができる港湾空間の形成

●●新たな連携によるまちづくり（Ｐ３４）●●

①市⺠と⾏政の協働による都市づくり

まちづくりの情報提供などを積極的に⾏い、住⺠ニーズの把握
やコンセンサスの形成、また、その結果をまちづくりに反映し、
住⺠⾃らが主体となって進めることができる、協働の仕組みづく
りに取り組みます。

■主な取組

＊まちづくりに関する情報を住⺠にわかりやすく提供

＊住⺠ニーズの把握やコンセンサスの形成に努め、それらをまちづくり
に反映していく仕組みづくりや、施策への反映が可能となるような柔
軟な体制づくり

＊まちの主役は住⺠であるため、計画への参加のみならず、住⺠が主体
的かつ⾃主的にまちづくりに取り組み、住み心地の良いコミュニティ
が形成・存続されるような取組を支援

＊まちづくり活動団体間の連携を促進する場の提供やまちづくりリー
ダーの育成など⾃発的なまちづくり活動の支援

＊都市において企業活動を⾏う事業者は、まちづくりの役割を担うこと
から、まちづくりへの関心・関与が深まるような支援策を検討

②周辺市町や関係機関等との

連携・調整による都市づくり

周辺都市や関係機関等との調整を図りなが
ら、広域的な視点に立った都市機能の連携や
補完、人がつながることによる関係人口の創
出・拡大、さらには、災害時における広域的
な応援・受援体制の構築など、仕組みづくり
に取り組みます。

■主な取組

＊周辺の市町との連携により、既存ストックの活用
や各区域の賑わいの確保など効率的・有効的なま
ちづくりの推進

＊まちづくりに関わる様々な分野における関係機関
等への協力要請や関係施策との適切な連携のもと、
総合的かつ計画的な都市整備に向けた施策の推進

●●主要な都市計画の決定の方針（Ｐ１７〜３３）●●

◆⼟地利用に関する方針

都市計画の目標に基づく⼟地利用の方向性を明らかにしながら、効
率的で合理的な⼟地利用を進めます。また、⼟地利用の動向を踏まえ、
適切な⼟地利用の規制・誘導について検討し、実施していきます。
＊集約拠点において既存都市機能の更新や多様な都市機能の集積・誘導

を促進
＊生活利便性の高い、良好な居住環境の形成を図ることによりにより、

まちなか居住を推進

＊⾃然環境と調和した、安全でゆとりある田園居住環境の形成

◆市街地開発事業に関する方針
既成市街地においては、地域の特性や実情
を踏まえながら、よりよい住環境の形成を図
るために、都市基盤施設の整備など、適切な
取組を進めていきます。

木造密集住宅地など都市基盤整備がぜい弱
な地区においては、地区計画等の活用、区画
道路の整備、公園・緑地等の確保や、集合住
宅化などにより、住環境の改善を進め、住宅
密集地の解消に努めます。

【下水道及び河川の方針】

＊公共下水道や集落排水事業など、

地域の実情に応じた整備を進め、

生活環境の改善や公共用水域の水

質保全

＊計画的に河川改修事業を推進する

とともに、親水性や⾃然環境に

配慮した多⾃然型川づくりを進め、

良好な河川環境を創出



●●地域ごとの市街地像（Ｐ１３〜１５）●●

様々な都市機能が集積された「集約拠点」が、道路や公共
交通を軸としたネットワークにより、有機的に連携した都市
構造である「集約型都市構造」の実現を目指します。

集約拠点として、地域拠点、コミュニティ拠点とともに、
「流通拠点地区」を位置づけ、それぞれが担う役割に応じた
機能の集約を⾏うなど、拠点にふさわしい、市街地整備を進
めます。

■地域拠点
＊都市圏の核として必要な都市機能を集約と、他の拠点と
相互の機能補完を図り、利便性の高い個性豊かな市街地
の整備を進めます。
当区域では、「丸⻲市中心部、善通寺市中心部、宇多津
町中心部、琴平町中心部、多度津町中心部」の５地区を
位置づけます。

■コミュニティ拠点
＊暮らしやすい生活圏域の形成に不可欠な都市機能の集約
を図り、徒歩生活圏の中心となる拠点として、安全安心、
便利で快適な市街地の整備を進めます。
当区域では、「丸⻲市綾歌町中心部、丸⻲市飯⼭町中心
部、まんのう町中心部」の３地区を位置づけます。

■流通拠点地区
＊流通拠点地区では、高速道路や広域幹線道路等による結
節機能を活かしながら、都市基盤の整備を進めるととも
に、周辺地区における⼟地利用や環境との調和に配慮し
た整備を実施します。
当区域では、「善通寺インターチェンジ周辺地区」を位
置づけます。

(参考)語句の説明
＊「都市計画区域」とは、市町の中心市街地を含み、⾃然や社会的
条件などからみて、一体の都市として整備、開発や保全する必要
のある区域のことです。
＊「区域区分(線引き)」とは、計画的に市街化を進めるために、都
市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することをいい
ます。
＊「市街化区域」「市街化調整区域」とは、既に市街地になってい
る区域や概ね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域を市街化
区域といい、市街化を抑制する区域を市街化調整区域といいます。
＊「都市施設」とは、良好な都市環境を保持するための施設のこと
で、道路や公園、下水道、学校などの教育文化施設、官公庁施設
などが含まれます。
＊「市街地開発事業」とは、住宅が密集するなど、健全な⼟地利用
が⾏われていない場合、建物の中高層化や道路、公園などの整備
を⾏い、良好な市街地を形成する事業のことをいいます。
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商業・業務の拠点地区や広域交
通基盤への近接性が享受でき、一
定のゆとりを持った市街地の環境
特性を活かした、生活しやすい安
心のある住環境の整備を図る。

既成市街地

良好な田園環境の維持・保全を
図り、質の高い秩序とゆとりのあ
る田園居住空間を形成する。

田園居住地域

⾃然環境及び景観の保全を図る
とともに、⾃然と親しむ場として
も活用できるよう充実を図る。

南西部の山地
拠点地区を中心とした都市基盤

の整備を進め、市街地の整備を誘
導する。居住環境の改善やオープ
ンスペースの確保を図るなど、拠
点地域への集住を促進する。

郊外拠点地区

既存ストックを有効に活用しつつ、
各機能を充実・強化し、都心居住を誘
導し、良好な住環境の形成に努めると
ともに、⼟地の高度利用を図り、都市
景観の形成を図る。

丸亀市中心市街地

市街地内の再整備を促進し、コ
ンパクトなまちづくりを⾏う。
地域資源を活かした個性的で魅

力ある、質の高い居住空間の形成
を図る。

善通寺市中心市街地

商業や高次教育施設をはじめと
する各機能の集積と高度化により、
商業・業務拠点地区として利便性
と魅力を兼ね備えた都市空間の形
成を図る。

新宇多津都市

都市機能の充実や良好な居住
環境の形成を図ることにより、
歩いて暮らしやすい拠点づくり
を図る。

多度津町中心市街地

立地環境の維持を図るとともに、
レクリエーション空間の整備拡充
も検討し、活力と魅力を与える地
区として整備を図る。

臨海部の工業地区

観光都市「こんぴらさん」のに
ぎわいを創出する都市機能の充実
を図るとともに、やすらぎと風格
のあるまちの活性化を図る。

琴平町中心市街地
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●●将来の都市構造(Ｐ１１〜１２)●●


